
船舶事故調査報告書 

平成３０年１２月１９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年１１月２０日 １６時１５分ごろ 

発生場所 パラオ共和国パラオ諸島西南西方沖（太平洋西部） 

 （概位 北緯６°１３.１′ 東経１３１°０５.４′） 

事故の概要  漁船JOCELYN
ジ ョ セ リ ン

は、航行中、また、漁船第一漁
ぎょ

徳
とく

丸は、北進中、両船

が衝突した。 

事故調査の経過 平成２９年１２月１８日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 JOCELYN（フィリピン共和国）、１７１.５８トン 

不詳、不詳 

Ｂ 漁船 第一漁徳丸、１９.９９トン 

   ＯＮ２－０２９７（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（フィリピン共和国）、免状不詳 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型 

 負傷者 Ａ 不詳 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 不詳 

Ｂ 右舷中央部外板に破口 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東南東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、航行中、Ｂ船と衝突し、Ｂ船の乗組員全員を救助し、フィ

リピン共和国General
ジ ェ ネ ラ ル

 Santos
サ ン ト ス

港に入港した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか６人（日本国籍１人、インドネシア共和国籍５

人）が乗り組み、まぐろ延縄漁の操業を終えて沖縄県那覇市那覇港に

向け、パラオ諸島西南西方約２２０海里（Ｍ）沖を約７.５ノットの

対地速力で北進していた。 

船長Ｂは、漁労長から漁獲物を入れたばかりの魚倉の温度変化を監

視するよう依頼され、６Ｍレンジとしていたレーダーで周囲を見たと

ころ、他船の映像を認めなかったので、操舵室から離れて上甲板中央

部の魚倉監視盤のある部屋に移動した。 

Ｂ船は、船長Ｂが魚倉の監視盤の前で７つある魚倉の温度を確認し

ていたところ、突然衝撃を感じ、室外に出て、Ａ船と衝突したことを

認め、機関室への浸水量が多かったので船体放棄を決断し、乗組員全

員がライフラフトに移乗したのち、Ａ船に救助された。 

 Ｂ船は転覆し、その後行方不明となった。 

分析  Ａ船は、航行中、Ｂ船と衝突したものと考えられるが、船長Ａから



情報を得ることができなかったことから、Ｂ船と衝突した状況を明ら

かにすることはできなかった。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、操舵室から離れて見張りを行っていなかったこ

とから、Ａ船に気付かなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が航行中、Ｂ船が北進中、両船が衝突したものと考

えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船橋当直者は、常時適切な見張りを行うこと。  


